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二条城写真等撮影業務仕様書 
 

１ 業務名称 

二条城写真等撮影業務 
 

２ 履行期間 

契約締結日から令和４年３月３１日（木）まで 
 

３ 委託金額の上限 

金１，５００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 
 

４ 制作目的 

 二条城のチラシ・ポスター，インスタグラムを始めとするSNS，二条城ウェブサイト

等において世界遺産二条城の価値・魅力の発信のための写真等の撮影を行う。 
 

５ 委託業務の内容 

以下の「主な撮影イベント等一覧」及びプロポーザルにおける受託者の提案による被

写体の写真及び動画（以下，「写真等」という。）を撮影し，撮影した写真等及び報告

書を「６ 成果物」のとおり納品すること。 

なお，主な撮影イベント等は，予定であり，時期等の変更の可能性がある。 

 主な撮影イベント等一覧 

４月 ・桜まつり［3月～4月］ 

５月 
・市民煎茶の会［5月］ 

・新緑の二条城 

６月  

７月 ・夏の特別企画［7月～9月］ 

８月 ・夏まつり［8月］ 

９月  

１０月 
・市民大茶会［10月～11月］ 

・二条城まつり［10月～12月］ 

１１月 ・紅葉の二条城 

１２月  

１月 

・年末年始庭園公開 

・冬の特別企画［1月～2月］ 

・冬の二条城 

２月  

３月 ・桜まつり［3月～4月］ 

通年 

・城内建造物及び庭園等 

・二条城ウェディングやMICE事業等 

・本市主催・共催事業 

・ 撮影日数は，年間１８日以上とする。 

・ 納品する写真等の枚数は，写真・動画含めて１日当たり原則３０枚以上とする。 
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・ 一般来城者等が映り込んでいる場合などは必要に応じて補正作業を行うこと。 

 

６ 成果物 

⑴ 写真・動画のデータ 

 ＜写真＞ 

ア データの規格：JPEG形式  

イ 解像度：300dpi以上 

ウ 画素数：2,000万画素以上 

   ＜動画＞ 

ア データの規格：MPEG4（H.264）形式 

イ アスペクト比：16:9 

ウ サイズ：Full HD（1920x1080px） 

⑵ 報告書 

撮影後速やかに，被写体ごとにサムネイル写真及び動画を掲載し，以下の情報を記

載した報告書を提出すること。 

ア 撮影年月日 

イ 撮影場所（イベントであれば撮影したイベント名を含む） 

ウ 納品する写真の枚数 

⑶ 納品の方法 

写真のデータは，CD-R又はDVD-Rにより撮影後速やかに納品すること。 

報告書は紙ベースで納品すること。 

⑷ 本委託事業における著作権等の取扱い 

ア 納品する成果物についての全ての著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を

含む。）は，本市に帰属する。 

イ 受託者は，納品する成果物について，著作権人格権を行使しないこととする。 

ウ 受託者は，納品する成果物について，第三者の著作権・肖像権その他の権利（以

下「第三者の諸権利」という。）を侵害することのないよう業務を実施するとと

もに，成果物が第三者の諸権利を侵害していた場合に生じる問題については，一

切の責任を負うこととする。 

エ 受託者は，成果物に関する著作権について，納品前に第三者にこれを譲渡し，

移転し，若しくは担保に供する等の処分をし，又は商標・意匠の出願・登録手続

き等を行わないものとする。 

オ 上記のア～エについては，提案書を作成するに当たり撮影した成果物について

も同様とする。 

⑸ 成果物に関する留意事項 

ア 写真及び動画は，被写体ごとに納品数以上を撮影の上，受注者が選定した写真

データを本市に提示し，本市が選択したものを納品すること。なお，納品数は，

納品すべき必要最小限の数であり，これを超える写真及び動画データを納品する

ことを妨げるものではない。 
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イ 成果物の使用に当たり，本市がぼかし又はトリミングを行う等の加工を自ら行

うこと又は加工を受託者に指示することがある。 

   

７ その他 

⑴ 撮影に関する留意事項 

ア  受託者は，撮影前に，カメラマンを交えて本市と撮影方法等について打ち合わせ

を行うこと。 

イ  天候による撮影日の変更や早朝・夜間の時間帯における撮影等にも臨機応変に対

応すること。 

ウ  被写体建造物の改修工事やイベントの中止等被写体側の事情・都合により，履 

 行期間中に撮影できないものについては，協議のうえ，被写体の変更を行うもの 

とする。 

エ  屋外での撮影は，被写体の特性等を考慮し，天候や光の方向等の条件の整った 

時に実施すること。 

 オ  撮影に伴う全ての経費（カメラマン費用，交通費，モデル等出演料，納品に 

係る費用等）は，委託料に含まれる。 

⑵   本市は，成果物について検査を行い，検査に合格した成果物の引渡しを受けたと

きは，年度末に一括して，受託者の請求から３０日以内に委託料を支払う。 

⑶   本仕様書に記載のない事項又は仕様書に疑義が生じた場合は，本市と協議し，そp

の決定に従うこと。 


